
    利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』 
 

2019年度自動車税の納税のお知らせ 

宗谷総合振興局 

自動車税の納期限は 5月 31日（金）です。納期限までに納めましょう。 

○クレジットカードで納付ができます！ 

インターネット上の専用サイトから、クレジットカードを利用して、24時間自動車税の

納付が可能です。 

○自動車税スマイル納税キャンペーン実施中！ 

納期限（5月 31日）までに納税すると応援店で特典サービスを受けることができます。 

○住所変更の手続きについて 

転居等で住所が変更になり、納税通知書が届かない方は、住所変更の手続きが必要とな

りますので、お問い合わせ先までご連絡ください。 

○詳しくは、自動車税納税通知書に同封されているリーフレットをご覧ください。 

【お問い合わせ先】 

北海道宗谷総合振興局 税務課納税係 〒097-8558 稚内市末広 4丁目 2-27 

電話 0162-33-2520 
 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

みなさんご存じですか～“行政の苦情・要望は、行政相談員へ” 

佐藤 千恵子 氏が行政相談員に委嘱されました 

 ～引続き、平成 31 年 4 月 1 日付で総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。～ 

※年金、窓口サービス、登記、道路などの役場の仕事について、困りごとや苦情があ 
りましたら、行政相談委員が相談に応じています。 
相談は無料・秘密は堅く守られます。お気軽にご相談下さい。 
    <上記に関するお問い合わせ…総務課総務係 82-1112…＞ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
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下記の日程にて、「人権擁護特設相談所」を開設します。 
女性・子ども・高齢者等をめぐる人権の問題や近隣とのトラブルなど、身近なことで困

っていることはありませんか。わが街の人権擁護委員が、皆さんとともに問題解決のため
の方法を考えます。難しい手続きもありませんし、相談は無料です。相談内容についての
秘密は堅く守られますので、どうぞお気軽にお越しください。 
 

〇 日  時  令和元年６月 5 日（水）  午前１０時から午後３時まで    
 

〇 場  所  利尻富士町総合交流促進施設 『りぷら』 [交流室] 
 

〇 人権擁護相談員  佐 藤 千恵子 （鴛泊字栄町） 

味 噌 律 子 （鬼脇字鬼脇）  
※法務大臣より委嘱された２名の人権擁護相談員です。 

        〈上記に関するお問合せ…総務課総務係 82-1112…〉 

 

６月１日は「人権擁護委員の日」 

全国一斉「人権擁護委員の日」特設相談所開設 

 


